
平成２９年２月１０日 

教 育 庁 

 

 

教職員の服務事故について 

 

 

 このことについて、下記のとおり発令（７件）したのでお知らせします。 

 

 

記 

 

 

Ⅰ 

１ 教職員に関する事項 

(1) 氏  名  上野 E

う え の

A A E亮 E

りょう

AA E祐 E

す け

 

(2) 学 校 名  東久留米市立小山小学校 

(3) 職  名  教 諭 

(4) 年  齢  ３０歳 

(5) 性  別  男 

２ 処分の程度 

懲戒免職 

３ 発令年月日 

平成２９年２月１０日 

４ 処分理由 

  平成２８年３月２７日から同年４月１６日までの間に、ホテルにおいて、インターネッ

ト上で知り合った女性が１８歳未満であることを知りながら、同女性と性行為を行った。 

 

 

Ⅱ 

１ 教職員に関する事項 

(1) 校  種  小学校（多摩地域） 

(2) 職  名  教 諭 

(3) 年  齢  ６１歳 

(4) 性  別  男 

２ 処分の程度 

   停職３月 

３ 発令年月日 

平成２９年２月１０日 



４ 処分理由 

  平成２８年１０月１８日午後０時３０分頃、勤務校において、同校児童に対して、両手

を同児童の背中に回して、同児童を約２秒間抱き締める行為を２回行うとともに、両腕を

同児童の肩に回して、同児童を約１秒間抱き締める行為を行い、同児童に恐怖感及び不快

感を与えた。 

また、同時刻頃、同校において、同児童に対して、上記の行為について、口止めをした。 

 

 

Ⅲ 

１ 教職員に関する事項 

(1) 校  種  中学校（多摩地域） 

(2) 職  名  校 長 

(3) 年  齢  ５８歳 

(4) 性  別  男 

２ 処分の程度 

   戒告 

３ 発令年月日 

平成２９年２月１０日 

４ 処分理由 

学習指導要領により、保健体育科保健分野の内容は各学年で取り扱う旨が定められてい

るにもかかわらず、平成２８年３月頃、勤務校において、同分野の内容を全て第１学年に

配当する不適切な同科年間指導計画を決定するとともに、平成２７年４月頃から平成２８

年３月頃までの間、同校において、同校教職員への指導を怠り、同校教員が同分野の授業

を実施せず、当時同校生徒に同分野の未履修を発生させる事態を招いた。 

 

 

Ⅳ 

１ 教職員に関する事項 

(1) 校  種  中学校（多摩地域） 

(2) 職  名  校 長 

(3) 年  齢  ６２歳 

(4) 性  別  男 

２ 処分の程度 

   戒告 

３ 発令年月日 

平成２９年２月１０日 

４ 処分理由 

学習指導要領により、保健体育科保健分野の内容は各学年で取り扱う旨が定められてい

るにもかかわらず、平成２５年３月頃、平成２６年３月頃及び平成２７年３月頃、当時勤

務校において、同分野の内容を全て第１学年に配当する不適切な同科年間指導計画を決定



するとともに、平成２４年４月頃から平成２７年３月頃までの間、同校において、同校教

職員への指導を怠り、同校教員が同分野の授業を実施せず、当時同校生徒に同分野の未履

修を発生させる事態を招いた。 

 

 

Ⅴ 

１ 教職員に関する事項 

(1) 校  種  中学校（区部） 

(2) 職  名  校 長 

(3) 年  齢  ５８歳 

(4) 性  別  男 

２ 処分の程度 

   戒告 

３ 発令年月日 

平成２９年２月１０日 

４ 処分理由 

学習指導要領により、保健体育科保健分野の内容は各学年で取り扱う旨が定められてい

るにもかかわらず、平成２２年３月頃、平成２３年３月頃及び平成２４年３月頃、当時勤

務校において、同分野の内容を全て第１学年に配当する不適切な同科年間指導計画を決定

するとともに、平成２１年４月頃から平成２４年３月頃までの間、同校において、同校教

職員への指導を怠り、同校教員が同分野の授業を実施せず、当時同校生徒に同分野の未履

修を発生させる事態を招いた。 

 

 

Ⅵ 

１ 教職員に関する事項 

(1) 校  種  中学校（多摩地域） 

(2) 職  名  教 諭 

(3) 年  齢  ３７歳 

(4) 性  別  男 

２ 処分の程度 

   戒告 

３ 発令年月日 

平成２９年２月１０日 

４ 処分理由 

平成２６年４月頃から平成２８年３月頃までの間、勤務校において、保健体育科保健分

野の授業の実施を怠り、当時同校生徒に同分野の未履修を発生させる事態を招いた。 

 

 

 



Ⅶ 

１ 教職員に関する事項 

(1) 校  種  中学校（多摩地域） 

(2) 職  名  教 諭 

(3) 年  齢  ３６歳 

(4) 性  別  男 

２ 処分の程度 

   戒告 

３ 発令年月日 

平成２９年２月１０日 

４ 処分理由 

学習指導要領により、保健体育科保健分野の内容は各学年で取り扱う旨が定められてい

るにもかかわらず、平成２７年１月頃及び平成２８年１月頃、勤務校において、当時同校

保健体育科主任として、同分野の内容を全て第１学年に配当する不適切な同科年間指導計

画を作成するとともに、平成２４年４月頃から平成２８年３月頃までの間、同校において、

同分野の授業の実施を怠り、当時同校生徒に同分野の未履修を発生させる事態を招いた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問合せ先】 

 東京都教育庁人事部職員課 

 電話 03-5320-6798（直通） 


